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５ 関係機関との意見交換 

６ 閉 会 

 

 



 

 

- 1 -

議 事 内 容 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

定刻になりましたのでただ今から平成２４年度第１回磐田市防災会議を

開会いたします。 

 本日の進行を務めさせていただきます自治防災課危機管理室長の伊藤

と申します。よろしくお願いいたします。それでは、着座して進行させてい

ただきます。 

最初に防災会議の会長であります磐田市長からごあいさつを申し上げま

す。 

  

皆さんあらためまして、「こんにちは」。この委員の名簿を見させていただき

ますと皆さんご存知のとおりそうそうたる皆さんがお集まりになっていた

だいております。災害対策基本法を基に条例制定した防災会議になります。

どうか限られた時間ですけれど有意義に情報交換できますようお願いした

いと思います。 

また、日頃は市行政に対しましていろいろとご尽力いただいて本当に感謝

しております。今回の防災会議につきましては、従前は計画の見直し等の為

に皆さんのご意見を伺う会議でありますが、主に情報交換、情報共有をする

時間帯とさせていただきたいと思います。委員の皆さんもこれだけの人数お

りますので手際よく進めませんと、限られた時間があっという間に過ぎてし

まいますので、報告は簡潔に短時間でということでお願いしてございます。

そして多くの皆さんが日頃、疑問に感じているとか確認したいこがございま

したら遠慮なく挙手をしていただきたいと思っております。 

全体の流れといたしますとこちらの次第に書いてあります（３）が主な内

容になります。逐次に①から④を報告していただきました後、ひとつひとつ

確認の意味を込めて質疑の時間、質問の時間をとらしていただこうと思って

おります。 

後の４関係機関との意見交換の時間をこの二つ、３と４を主に時間配分と

して取りたいと思っておりますので、その中で各団体、関係機関の皆様方が

これは皆さんの前で言った方が良いと思うようなことも欲張りではござい

ますが計画してございますので、よろしくお願いしまして、あいさつにかえ

たいと思います。本日は本当にお忙しい中ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。続きまして資料の確認をさせていただきます。

お配りしました資料は、「平成２４年度第１回磐田市防災会議次第」両面

刷りの「磐田市防災会議委員名簿」、「防災会議席次表」 

「磐田市の防災対策について」「静岡県第４次地震被害想定策定スケジュ

ール」「静岡県の原子力防災対策の動向について」「浜岡原子力発電所の津波

対策等について」こちらが２部になっております。それから追加資料としま
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して「遠州灘の概要」「西部方面本部健康福祉班の役割」「メール配信サービ

ス 磐田ホッとライン案内資料」以上９種類になります。不足資料がござい

ましたらおっしゃってください。 

本日の会議日程はお手元の「第１回防災会議次第」のとおりでございます。

それでは、議事に入ります。「磐田市防災会議運営要領第２条の規定」よる

本会議の会長である市長に議長をお願いいたします。 

 

それでは皆さんよろしくお願いいたします。 

はじめに（１）の会議録の署名人の指名をさせていただきますが、「県ト

ラック協会中遠支部長の松浦明委員」と「遠州漁協協同組合代表理事組合長

の安井洋一委員」のお二人を指名させていただきますのでよろしくお願いい

たします。続きまして（２）の「磐田市の防災会議の運営」についての内 

会議の公開についてでございますが、市の付属機関の会議につきましては、

原則、公開としておりますのでご承知をお願いいたします。なお、傍聴の手

続き及び遵守事項につきましては、「磐田市防災会議傍聴要領」のとおりさ

せていただきたいと思いましたのでよろしくお願いいたします。 

次に「会議録の公開について」ですが、条例に基づき、公開とさせていた

だきますのでこの件もご了承をお願いいたします。 

それでは早速（３）の防災対策の取り組みについてに入りさせていただき

ます。まず①の「磐田市の防災対策の取り組み」についてから事務局から説

明させますのでお願いをいたします。 

 

それでは、「磐田市の防災対策について」説明をさせていただきます。 

私は、自治防災課危機管理室の加藤と申します。よろしくお願いいたします。

着座にて失礼いたします。危機管理室ですが本年２月１日に自治防災課から

分離されまして防災グループと共に業務にあたっております。 

磐田市では東日本大震災を教訓に「今考えられること」「今すぐにでも行わ

なければならないこと」としまして５つの項目について取り組みを行ってお

ります。はじめに「防災意識啓発」です。昨年１２月になりますが「磐田市

災害に強い地域づくり条例」を策定いたしまして「自らの命は自ら守る、自

らの地域は自ら守る」ということを防災対策の基本としまして、市民の皆様

に添えさせていただきたいと思いまして、そのための知識の習得や意識啓発

を促す為にこのような取り組みを行っております。まず「地震だ・津波だ・

すぐ避難」の啓蒙ということで、これにつきましては防災講座・図上訓練を

年間１００回程度行っております。「家具の固定事業の推進」につきまして

昨年は一般世帯にも補助枠を拡大しております。「海抜表示入り津波啓発看

板」につきましては、沿岸部を中心に１１２箇所設置しました。次に「わが

家の防災メモ」につきましては、携帯型のメモカードになっておりまして、

これを家族で話し合っていただきまして、実際に災害が発生したときにはど
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ういった対応を取ろうというような啓発の意味を兼ねて話し合っていただ

くために配布しております。「市民への情報配信」についてです。こちらに

つきましては、同報無線難聴地域への保管手段として、また、より確実な情

報伝達手段として取り組んでおります。まずスピーカー試験導入として遠距

離への音量の差が少ないとされているホーンアレイスピーカを本年８月こ

の本庁舎屋上に設置してまいります。 

 

次に「防災行政ラジオの導入」につきましては、当初２，５００台の予定を

していましたが、自主防災会連合会のご協力をいただいたことで予想を上回

る９，３００台増の１１，８００台の申込みをいただいております。このう

ち新幹線南が４，５００台、新幹線以北が７，３００台という状況でありま

して、津波の心配される沿岸部だけではなく市内全域で災害情報に対する市

民の方の関心が高いことが伺えます。磐田市の世帯数６８，７００世帯で見

ると５世帯に１世帯の申込みがあったということになります。次に「いわた

ホッとライン（防災情報メール配信）の登録推進」についてですが、このホ

ットラインの防災カテゴリを見てみますと昨年３月の登録者数６，３５０人

でしたがその後６３％増の１０，３００人に現在はなっております。ただ携

帯電話の普及を考えますとまだまだという状況であります。特にホッとライ

ンにつきましては、携帯電話を利用した非常に有効な手段と考えております

ので、現在、小中学校や企業応援団そのほか市内の各携帯電話会社の窓口に

も協力をお願いしているところではありますが、委員の皆様方におかれまし

ても登録の推進にご協力いただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。続きまして「資機材の整備」でございます。指定避難所への非常用電源

装置エレクピースですがこちらにつきましては、発電機の直流電源を交流電

源に切り変えまして避難所の電力をつくる設備でございます。昨年につきま

しては３箇所、本年度につきましては５箇所、主に救護所になるところから

整備を進めている状況であります。次に「津波監視カメラの設置」につきま

しては、遠州漁協さんのご協力を得まして福田の漁協社屋屋上にこの８月に

設置していく予定でおります。本市防災ＨＰからアクセスしまして２４時間

ライブ映像をインターネット上で閲覧できるようにとなっております。次の

「（仮）防災センターの設置」についてです。災害対策本部会場を常設化す

ることでより迅速な災害対応につなげたいと考えておりまして、来年１月の

完成予定でございます。こちらにはないですが、この９月補正で１０ｔの消

防水槽車の購入を考えております。この水槽車につきましても災害時の給水

対応に使用したいと考えております。 

続きまして、「平成２３年度からの津波対策」についてですが、津波避難施

設となる対象調査や建物調査や覚書を進めまして現在８３施設を指定して

います。また、暫定版ではありますが津波避難マニュアルを作成いたしまし

て、市南部地域の福田・竜洋・長野・於保地区に本年３月に全戸配布してお
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ります。今後、浸水深、浸水域の公表を受けることになりますのでその場合

は、改修版を早期に作成して対応していきたいと考えています。平成２４年

度からの津波対策としましては、ご覧いただいております５つの項目につい

て重点的に取組んでおります。まず、津波対策作業部会についてですが従来

の対策を再検証する中で新たに取組むべき対策について実働部隊となる課

長補佐、係長級の職員を中心にハード、ソフトそれぞれの２つのグループに

分かれて検討を進めております。主に津波避難施設の整備、津波避難路の整

備、避難方法、補助金等の研究を進めております。検討を進めるにあたりま

しては、暫定的な対策範囲を決めて対策をとっております。具体的には、遠

州灘とよく似た地形を有する仙台平野の津波痕跡調査結果を基に海岸線か

ら２㎞または、国道１５０号のいずれか遠いほうの範囲で津波の浸水深が２

ｍになるだろうということで設定してありますが、第４次地震被害想定公表

後に見直しをしていきたいと思っております。先ほど説明しました、暫定津

波対策範囲の図がこちらになります。オレンジで示しました線が１５０号

線、青色の点線が２km ラインということで海岸線からどちらか遠い方を暫

定的な対策範囲としまして、空白地調査を実施しました。避難ビル等の収容

人員や津波の到達までに避難できる距離などから住居系の空白地を調査し

たものです。緑色の着色範囲が避難可能エリアとなっております。結果とし

ては図面に赤〇で示してありますが６箇所の空白区域が明らかとなりまし

たので、ここに津波避難タワー６基を１１月末を目標に設置してまいりま

す。また、青印で示したものにつきましては、既存の公共施設６箇所への外

階段を設置することでさらに避難の円滑化を図っていきたいというもので

ございます。これらの整備によりまして、暫定対策範囲内の津波避難施設で

お住まいの住民の方約２８０００人いらっしゃいますが２３０００人の避

難が可能となります。国道１５０号、２km ラインよりも北側の避難施設も

ございますのでそういった施設も含めれば実際には２８００００人以上の

方が避難できることとなっております。こちらが建設を予定しております６

基の津波避難タワーの内のひとつ掛塚のタワーの概要になります。タワー

は、避難面積１００㎡、１５０㎡それぞれタイプがありますが、それぞれ３

基設置していきたいと考えております。現在、用地の確保もできまして設計

もほぼ完了してまいりましたので、８月末に発注しまして１１月末の完成を

目指していきたいと考えております。こちらの「緊急避難施設整備」につき

ましては先ほど説明しました公共施設への外階段の整備になります。沿岸部

の小中学校３校と配水場等の公共施設６箇所となります。竜洋東小学校、豊

浜小学校、福田中学校は夏休みを利用しまして現在工事を行っておりまして

８月末の完了予定です。その他の施設につきましても、早期に着手するべく

調整を図っている状況であります。次に「磐田市津波避難施設整備事業費補

助金」になります。こちらにつきましては、本年５月に新たに設けた補助金

の制度になります。推定津波浸水被害、今で言います暫定的な対策範囲内に
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なりますが津波避難施設整備事業を実施することに対しまして設置費の１/

３以内で５００万円を上限としまして補助金を交付するものです。現時点で

５件の補助金交付を決定済みでありまして、さらに複数の企業からご照会を

いただいておりますので市の整備する津波避難施設と併せまして年度末に

は約２０件の津波避難施設が誕生することとなると思います。沿岸部住民の

安心安全がさらに高まるものと期待しております。最後になりますが「災害

時相互応援協定先の拡充」です。発生が想定されております、東海地震につ

きましては、３連動４連動といわれまして災害が広範囲に及ぶことが予想さ

れます。そのため、震災の影響が少ないと思われる都市との協定が必要と考

え実行しております。主に人的、物的支援が期待されるところでありますが

都市間協定については避難者の受け入れ等も視野に入れたものとなってお

ります。昨年以降で実施した都市間協定は、岡山県玉野市、山梨県甲府市、

鹿児島県鹿児島市このほかに１８市１町が加盟しております「市町村広域災

害ネットワーク」へも加盟を行ないましました。手短ではありますが以上で

磐田市の防災対策についての説明を終了させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 

 簡単に事務局から説明をさせていただきましたが、何かこの取り組みにつ

きまして何かご質問確認事項等ございましたらお願いいたします。現時点で

ないようでしたら、後ほどの意見交換の場でも結構でございますのでその時

にお聞き願えればと思います。 

それでは先に進めさせていただきたいと思います。次に②の「静岡県第４次

地震被害想定」について西部危機管理局の西川局長より説明がございますの

でよろしくお願いいたします。 

 

静岡県西部危機管理局の西川でございます。お時間をいただきましたので簡

単にご説明申し上げます。「静岡県第４次地震被害想定」策定スケジュール

の一枚の表でこれまでの経緯を振り返りながらご説明させていただきたい

と思います。基本的に昨年の震災から国のターゲットは、２つです。ひとつ

は、首都圏の直下型地震対応と、もうひとつは南海トラフの巨大地震と国の

方はこの２つの地震の大きな被害につきまして集中的に財政資金を含め今

後やっていきたい考えでございます。表でございますが空色の部分になりま

すが昨年の１２月２７日年末に内閣府の方から南海トラフ巨大地震検討会

中間とりまとめ公表となりましてここで震源域と津波波源域の考え方がこ

れまでの２００３年の範囲から震源域、津波波源域がそれぞれ２倍になった

というような発表が昨年末にございました。これについては、静岡県としま

してはそれほど大きな衝撃はなかったことでございますけども、四国、九州

の方に広がったと理解していますけれども想定東海地震単独の場合と大き

な違いがないのかなと考えておりました。想定大地震に対応するということ
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で県の方は２月１５日に「第４次地震被害想定プロジェクトチーム」を人

的・物的検討と応急対策検討と２つに分けてそれぞれ作業チームを作りまし

て作業を始めております。右の表の緑色のマスになりますがこれが３月３１

日公表された部分になります。既にご案内のとおり地震動が２５０ｍメッシ

ュ、津波高が５０ｍメッシュとこれは極めて衝撃的な発表でございまして例

えば御前崎市では２１ｍ、湖西市では１７．７ｍ、磐田市では１１．８ｍと

の津波高推計値が発表されまして報道等で大々的に取り上げられましてこ

れが非常に衝撃的な発表でございました。この発表につきましては、こうい

う数字が一人歩きしてしまう。これを受けまして当初６月末頃に津波高、浸

水域の１０ｍメッシュを公表する予定でしたが、作業がございまして８月下

旬に津波高・浸水深１０ｍメッシュと液状化危険度、被害想定（直接的被害）

推計を発表するスケジュールとなっております。もうすでに新聞等で発表し

ておりますワーキンググループ座長の関西大学河田教授が死者４０万人と

いう数字をレクチャーしておりましておそらくそれと同じ数字の死者数・倒

壊建物数等が直接的被害ということで８月下旬ごろには公表されると思い

ます。秋ごろには間接的被害、経済的被害等も発表されると思います。これ

を受け県の方は、国のデータを入れ込んで年度内２５年３月に「ライフライ

ン被害等を含めた人的・物的被害想定の結果公表いたしたいと思います。国

の方では、同じく「南海トラフ巨大地震対策の全体像のとりまとめ」という

こととなります。県の方ではさらに来年度になりますが６月に防災会議を開

きまして「第４次地震被害想定の公表」「地域防災計画の点検・見直し」「新

地震対策・津波対策アクションプログラムの公表」とういことでございます。

どうしても県の方ですけれど国の方のデータが出て修正を加えていくとい

うこととなりますのでどうしても遅れてくる形になります。県下の市町では

すでにそういった発表を待つのではなく自前で暫定の浸水地域を決めて津

波対策を着実に実践している市町があるということは県としても大変あり

がたいと思っております。簡単でございますが以上でございます。 

 

ありがとうございました。それではただ今の説明につきまして何か確認した

いこと等がございましたらお願いしたいと思います。 

こちらも、後ほどの意見交換でお願いしたいと思います。 

それでは、次に静岡県の原子力防災対策の動向について危機管理部原子力安

全対策課の植田専門監にお願いいたします。 

 

植田でございます。磐田市防災会議で委員の皆様にご説明できる機会を与え

ていただきまして厚くお礼申し上げます。 

いつもこのスライドを使用して説明をさせていただいております。 
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浜岡原子力発電所の現況でございます。現在、１・２号機は運転終了して

いる状況であります。３・４・５号機のところに〇をさせていただいており

ます。３・４・５号機で３５０万 kw。１時間に３５０万 kw 発電しておりま

す。頭の上の蛍光灯１本４０w、２本で８０wになり約１００wととして、 

これが１０個で１kw になりますので、例えば５号機１３８万ユニットの蛍

光灯をつける力があることになります。その時に、原子力発電の経済性につ

いていろいろな議論がありますが仮に１時間に３５０万 kw 発電するとして

１kw 発電する単価が４円違うとして１時間でいくら違うか３５０万×４円

になります。２４時間、３６５日で計算するといくら違ってくるか。現在日

本の原子力発電所が止まっておりますがそれだけの富が別の方向で今は使

われている。県内には水力発電所が５６箇所あります。全部足しても１３１

万 kw の発電能力しかありません。最大が３５万 kw の佐久間ダムでございま

す。すごいエネルギーをもっていることであります。これが安全に運転され

ないと大変な事故になります。それから良く考えなければならない使用済み

核燃料でございます。法律的には発電に使わなくなった棒も使用済み燃料で

常識であるがそうではなく現在、発電に使用している燃料棒も法律上使用済

み燃料棒となります。本数は８９７５本あります。これから中電さんから説

明が後ほどあるかもしれませんが通常は安全に冷却している部分につきま

しては問題ないですが仮に電源等が喪失した場合にも数日間、数十日間たた

ないと福島の事故の原因の段階まで達しない形となっております。 

浜岡原子力発電所の安全対策ですが原子力発電所自体の安全対策とその

周辺の防災対策というところで考えたいと思います。基本的に原子力発電所

に関する安全規制につきましては原子力規正法、電気事業法で国の許認可権

限がすべてであります。たとえですが静岡県は自動車税をいただいておりま

す。しかし県庁では車検はやりません。それと同じで車検に相当する施設の

安全性を確保するのは国が行っている。それでは、原子力発電所が動き出し

た当時から原子力発電所の安全確保等に関する協定。これは法律に基づくも

ではございませんが、中電さんと県、御前崎市、牧之原市、掛川市、菊川市

が安全協定を締結しておりましてこの目的のひとつは環境放射線で運転し

ている時に放射線の漏れはないかの確認と、なにかトラブルがあれば通報す

る。約束ごとがあります。 

これは原子力発電所が安全に運転されていることを前提にそれを周囲に

安全を確認していく内容でございます。通報の内容もいろいろあります。原

発の警備員が腹痛のため救急車が来たというのも私の携帯電話に連絡が来

る。そうはいっても実際に災害がおこってしまった場合については、原子力

災害対策特別措置法に基づく防災対応をとらなければならない。この法律に

基づく防災対応をとらなければいけないのは御前崎市、牧之原市、掛川市、

菊川市であるがこれからはかわってくる。具体的には私が地域防災計画を作

っていくことになります。ここで一回初心の話に戻りまして原子力災害のイ
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メージになります。原子力施設からなんらかの形で放射性プルーム、放射性

物質を含んだ雲が広範囲にばら撒かれた場合に放射線を浴びてしまうこの

影響。それから放射性物質が漂っている気体を体に吸い込んでしまう身体の

内側から放射線を浴びてしまうその危険、さらにはセシウムなどの沈着した

野菜等を食べてしまって内部から放射線を浴びてしまうこのようになりま

す。この放射性プルームをですね事故の様相によりましていろいろございま

して気ガス、キセノンという種類が最初に遠くに飛びます。さらにこのとき

に放射線ヨウ素が人間の甲状腺に溜まりやすい危険度となっております。さ

らに最後にセシウムが沈着作用するようになります。今までの防災対応は、

ＥＰＺ（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｐｌａｎｎｉｎｇ Ｚｏｎｅ）というエリア

を設けましてその中で防災対応をしておりました。これから横文字が多くで

てきます。原子力発電所、防災対策はもともとアメリカからの輸入をしたも

となっており、それを本翻訳したものになっております。昔の合併前の市町

村の図面がわかりやすいのでそれを活用していきます。原子力プルームが発

生して人の健康に影響を与える濃度はせいぜい１０㎞しか及ばないとして

ＥＰＺを１０㎞に定めておりまして昔は大東町、小笠町、相良町、御前崎町

までを含めまして何かあったら防災体制を取りましょうとなっていました。

具体的には、ＳＰＥＥＤの１枚の画面になります。地表に降りてくる放射線

量を２４Ｈでどうなるかといったことを予測した図面になっておりまして、

こういった絵を描いて実際にはオレンジのラインは引けませんが引くであ

ろうという自治区も含めまして発電所から近いところで風下もところは避

難しましょう、遠いところは屋内避難にしましょうというようなプルームが

飛ぶところはやり過ごしましょうというのが防災体制の全てでした。逃げ

る・隠れる・安定ヨウ素剤の配備が防災対策の全てでした。後、皆様に見て

いただいてわかると思いますが、一枚の同心円が書いてございます。１㎞で

あります。平成２２年度の防災訓練では避難しても２km、屋内退避しても２

km とせいぜい４㎞と御前崎市内で収まる災害との認識でした。何かあった

らオフサイトセンターに各市町の人が集まりまして対策を考えるのが今ま

でのやり方でした。これは当然後でご説明させていただきますＵＰＺが広が

りまして磐田市もここへ集まってくださいとなるんですが当然、市の代表が

集まることとなると思います。ただし、浜岡原子力発電所２km のところに

ありますのでそこに集まるのが適当なのであろうかという議論もあります。

それなので国の方からもどこかに集まって相談するのではなくテレビ電話

システムを各庁舎入れましてトップが会談できるようにするべきではない

かというオペレーションの見直しも考えております。今のが古い考え方でし

たが福島の事故を受けてどうなったかといいますとこちら福島の事故の概

要なんですが注目していただきたいところは赤く〇をしたところになりま

すが１０㎞圏内の避難指示、２０㎞から３０km 圏内は屋内退避指示という

ところで先ほどの対策は取らずにいきなり同心円状に対策範囲を広げてお
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ります。そうせざるを得ない規模でありました。福島の事故が大きく広範囲

に影響がある。さらに事故の進展がものすごく早く通常の半日くらい以前に

放射線物質の放出が予測できて１日くらい避難に余裕があるといっていた

のが１日２日のうちにずんずん進む範囲が広がってしまった。ご存知のとお

り地震と津波の複合災害であった。ではどうしようというところで福島第一

原発緊急事態の見直しの説明がございまして、さらに特徴的な国際的基準Ｉ

ＡＥＡのつくります国際基準を導入しまして防災をすることとしましょう

というのが大きく変わったところであります。ＥＡＬ（緊急事態の区分決定

のための施設における判断基準）は事業者さんが非常にどう動くか。ＯＩＬ

（環境における計測可能な判断基準）は国の方が実際に放出された放射線量

によりどう意思決定をするかというような規則を導入した。そしてＥＰＺを

再編しまして原子力発電所から一番近いところはＰＡＺ（予防的防護措置を

準備する区域）それは概ね半径５㎞さらに半径３０km までのＵＰＺ（緊急

時防護措置を準備する区域）これは今までのＥＰＺとあまり変わらない考え

であります。さらにその外側にＰＰＡ（プルーム通過時の被ばくを避けるた

めの防護措置を実施する地域）プルームが薄くなり通過しても屋内退避し安

定ヨウ素を服用する地域を導入しようという考えになります。今問題なのが

ＰＰＡの定義がまだ曖昧であります。国の原子力安全員会の議論が中断され

たままになっておりますのでこれがこれからになります。ＵＰＺの備えＰＰ

Ａの備えが今後必要になります。実際にはＵＰＺの範囲の方、全てが避難す

ることはございません。放出された放射能の量などにより違ってくるような

もので想定であります。そういったことで何とか対策をするといったことで

国の原子力対策特別措置法が６月に改正されまして、施行が９月でございま

す。伴う政省令が６ヶ月以内に策定さるためその効力が発するまでに地域防

災計画を県・磐田市も新たに策定、改定するようになります。そのため国は、

地域防災計画の策定マニュアルを配布したり、拡散シュミレーションの結果

についてＵＰＺの線引きをしてくださいということになります。ＰＡＺ，Ｕ

ＰＺの線引きのための拡散シュミレーション、避難シュミレーションとは何

かになります。左の図がどの方向から風が主に吹くかという図です。ＭＡＣ

ＣＳ２になりアメリカから輸入したものになります。１年間で南側からの風

が吹くことが非常に多いのがわかります。その結果、仮に放射能が漏れたら

どのように飛んでいくかというのが右の図になります。あくまで確率的なも

のになりますが、これをもとにＵＰＺを決めていこうというのが拡散シュミ

レーションの考え方になります。さらに避難のシュミレーションになりま

す。今いろいろな議論がありましてもう少し先の影響になりますが、画面を

見ていただきたいのですが、これが道路になります。この道路の中心部から

外に向かって人、車が一斉に移動している、すると赤いとこで渋滞している

黄色いところで少し赤より柔らかいが渋滞している。その先にも渋滞してい

るこの中の範囲でどれだけの住民がどれだけの時間で避難できるかという
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シュミレーションを行っていいます。ここまでやることは、国、県で支援い

たします。その上で磐田市の市民の方は、どの時点で、何時間で、避難して

くださいというのが初めて出てきます。また、それに必要な計画を考えてく

ださいということになります。具体的には、ＵＰＺの線引きが決まります。

磐田市は線が市の真ん中を通ります。線の外は避難民の受け入れする立場に

なり避難所の開設を行なっていただきます。住民への情報の確保、同報無線

がありますのでそういった情報の確保を行う。さらに福島の方では、避難し

ているときに降りかかったということがありましたので、実測を行う能力を

備えてもらいたい。拡散シュミレーション、避難シュミレーション具体手に

どのように適用していくかは国の方で議論を行っています。安定ヨウ素剤の

配布があります。放射能を含むヨウ素が甲状腺に溜まります。それを溜まら

ないようにするようになります。薬事法の規制があります、大量に一箇所に

保管することをやらざるをえません。やはり市町の行政機関の協力が必要に

なります。基本的に今のルールでは県が調達するようになっておりまして市

に配布、貸与することとなっております。もしそういった場合は、市の皆さ

んが防護服ですが放射能性物質がついたら捨てれる、除染できる服を着て、

防護マスクを着けて活動していくとなります。これは御前崎市役所の職員の

方の写真になります。あとは、ここが本当に安全かどうか確認する為に放射

線測定器を用意していく必要がありましてやり方について周知していく。警

報付個人線量計は活動する個人が付けて作業するようになります。残りの３

つはそれ以外になります。放射線が高い場合、放射線が低い場合、地表汚染

を計るようになります。表面汚染で感度がいいところで周りの数値を拾って

しますので感度の低いものですとこの部分のみ観測できる活用をするなど

活用方法を市の皆さんにも教育して覚えていただく。次に安定ヨウ素剤です

がいち早く市民の皆さんに届くかについてお知恵を貸してもらいたいと思

います。ＵＰＺ圏内に入るかもしれない総人口７８，３０００人おります。

関係する市町の人口９６０，０００人になります。この人たちをどういった

避難をしもらうかが非常に難しい。３０kｍ圏内には第２東名、東名高速、

国道１号、東海道線全てが入ってしまう。被害の様相によっては、避難に使

えない場合もでてくるということでこれをどう考えていくか。今後、防災対

策範囲が広がってきますとモニタリングポストが必要になってきますので

県で随時追加していきます。磐田市にも中遠合同庁舎にあります。ホットス

ポットについては、場合によっては測定器で対応していただきたいと思いま

す。以上でございます。 

 

非常に短時間ではございましたけれども大変わかりやすい説明を植田さん

よりしていただきました。たぶん初めて聞かれた方もいらっしゃるとおもい

ますけれども、市の方では、簡単におっしゃいましたけれども簡単に避難計

画を作れと言われましても簡単にはできません。たとえば、道から左３０km



 

 

- 11 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中部電力 

星所長 

 

 

西田部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でこちら側が３０kｍ以上ありますのでということで、市民の方が納得して

いただけるのかと理屈ではなく実態に合わせて計画を作っていかなければ

なりません。その場合、ここにいらっしゃる皆さんに知恵とか意見とかを聞

いて策定していかなけれらばならないというもどかしさと辛さがございま

してなかなか大変な作業がいろいろ待っている。安定ヨウ素剤の説明がござ

いましたが、今は、救護所で医師の指示でまたは、県の指示でということに

なっております。そのようなことで１１万、１２万の全員のかたではないか

もしれませんが、その中の４０歳以下の方にどうやって配るのか。断水した

りすると粉末にするのか、飲む水はどうすか、３月末までに国の方針がある

となっていたがそのままであります。このような現実もありますのでどうか

頭に入れていただきながら専門監の方からご説明いただいた中で、この辺を

確認したい事があればご質問いただければと思います。なければ、この後の

意見交換会の中で手を上げていただければと思います。 

それでは、次に浜岡原子力発電所の地震・津波対策について中部電力磐田

営業所副長の安川様にお願いいたします。 

 

 中部電力磐田営業所長の星と申します。この７月１日より着任しました

支店の原子力グループの西田が来ておりますので西田に概要の説明をさせ

ましていろいろなご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。私が先程ご紹介が

ありました静岡支店原子力グループの西田でございます。先程、植田専門監

からお話がありましたが私どもは防災にいたらないような対策をしっかり

やっていくということでいろいろな取り組みを行っております。今日は、私

ども発電所の簡単な概要、地震の揺れの取り組み、今、対策工事をやってい

る津波に対する安全性の取り組みについて簡単にご説明させていただきた

いと思います。お手元の資料が枚数ございますので飛ばしながらご説明させ

ていただきます。私どもの原子力発電所は御前崎市に立地させていただいて

おります。周辺に掛川市、菊川市、牧之原市これが赤線で書いた部分が部旧

５町の枠組でございますけれども、これがＥＰＺ、８㎞ないし１０㎞で線を

引いた形と立地市と周辺３市で安全協定を結ばさせていただいております。

先ほどＵＰＺが３０km が示されますとさらに５市２町が入ってくるとな

ります。現在、４市で約２５万人の人口でありますが、さらに３倍以上の７

８万人位になってくるこのような立地状況の原子力発電所であります。ご覧

の発電所、約５０万坪の土地に１号機から 1基ずつ増設を重ねてきた。実は

ご覧の発電所は、地元誘致ではありません。日本国内の発電所のほとんどは

地元誘致のものでございます。実は昭和４２年にこの地に当社からお願いし

ました。そのつどひとつづつ作らさせていただいて増設を重ね、現状では東

側いっぱいを使いまして５号機がレイアウトされている状況です。当社の発
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電所は特徴が２点あります。専用の港が敷地にない。それから冷却水です。

大量の海水を冷却水として使うんですけれどもそれが対岸から取れないも

のですから沖合いから６００ｍほど海底トンネルを掘りトンネル方式で冷

却水を導いている、これが、この２点が国内ではこの浜岡原子力発電所だけ

でございます。重量物を運んでいるのは御前崎港あります専用埠頭に陸揚げ

しまして海岸道路約１０㎞使用し発電所まで運んでくるという方法です。そ

のため地元の方にご迷惑かけてしまうこともあるわけであります。先ほどあ

りましたように私どもの発電所１号機から５号機まであるんですが現在、１

号機２号機はすでに運転を終了しております。運転を終了したあとその後ど

うするのですか解体撤去して更地までもっていくいわゆる廃炉、法律用語で

は廃止措置といっております。私たちは３０年位かけて解体撤去していこう

ということで１、２号機は最初の段階でございます。したがいまして、ここ

で運転できますのが３号機、４号機、５号機トータル３６０万というような

出力でございます。静岡支店で過去最大電力量は４４５万で当社は富士川か

ら西でありまして、工場から一般家庭を含めましてこれはリーマンショック

ショック前の電力であります。最近暑いのですけれども静岡県内最大で３６

０万位であります。まだまだ４４５万にみたりません。なにが言いたいかと

いうことでございますが、３号機、４号機、５号機で作った電気全体で供給

してもピークでは足りないということです。年間でいいますと発電所で作っ

た電力で足りるということになりますけれども。この浜岡原子力発電所はい

わゆる地産地消の発電所であると考えることもできると思います。現在の状

況ですが３号機、４号機、５号機は停止しておりまして定期検査をおこなっ

てまいります。また、津波対策工事を進めている状況でございます。最初に

地震に対する取り組みを説明させていただきたいと思いますけれども、私ど

もの浜岡原子力発電所は東海地震の震源域であります。黄色、青色さらに西

側に東南海南海の震源域があります。これは、南海トラフを境に陸側のプレ

ートが海側のプレートに引っ張りこまれて、ある時バリバリと割れながらず

れてしまうと大きな地震になってしまう。左側には過去にどういった地震が

あったかということを示しております。見ていきますとだいたいこのエリア

では１００年ないし１５０年おきぐらいにＭ８クラスの地震が起こってお

ります。いろいろなデータが残っておりますし地震のメカニズムが極めて明

確になっているエリアであります。そのため３号機以降発電所を造るに当た

ってこの地方で一番被害が大きかった１８５４年の安政の東海大地震Ｍ８．

４を基準にそれより大きいＭ８．５として設計用の基準地震動を作ってきて

それに十分耐えれるよう作ってきたということでございます。その後、東海

地震説もあってもっと大きな揺れに対して耐えれるようにしようというこ

とで平成１７年に公表させていただきましたＩＣＵの向上工事。これでは当

初設計が６００ガルの大きさでしたがもっと大きな揺れに耐えれるように

しようということで１，０００ガルでも耐えられる工事をやろういうことで
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やっております。これが一例でございますけれども、下が重要な配管、サポ

ートを追加して揺れに十分に大きな耐えれるようにしよう。上にありますの

が排気筒といって高さが約１００ｍある煙突のようなものがあって建物の

中の空気を換気したものを出していたり、ごくわずかなんですけれども気体

状の放射性物質を問題のないレベルまでに落として出している。なんでこん

な高いところにあるかということですが、東京電力さんでベントという話を

聞いたと思いますけれども実はベントの配管がこの排気筒の中をずうっと

上まで走っている。なぜ高さをもたせているかというとより高いところから

放出することにより、より拡散を促す、広がりやすくしようということであ

る高さをもたせるという観点で高い排気筒があるわけです。この排気筒、１，

０００ガルといっているのは岩盤上、地面から２０ｍ掘下げた場所ですので

１００ｍ上にある物は何千ガルにもなる大きな揺れになります。耐えられま

せんので、後から補助鉄塔を建てて支持した。こういう工事をしまして、中

越沖地震がおきたからやったわけではありません。私どもが自主的にこうい

う取り組みをして、より大きな揺れでも耐えられるような発電所にしようと

思ったわけであります。ここまで耐震、地震の話をさせていただきましたけ

れどもここから津波に対しての話でございます。先ほど市長さんから御紹介

いただきましたけれども昨日、今年の１２月までに完成を目指してやってい

る工事でありますけれども、どうしても工期が間に合わないということで約

１年間の延長を公表させていただきました。この津波対策ですけれども多重

に防護をしていこうという考え方になっております。一番上は、浸水防止対

策の１発電所の中に極力、津波を入れないようにしようということで一番大

きなもので防波壁といっております。発電所の敷地海岸部にあります１８ｍ

の壁を作っているものになります。そうはいっても万が一防波壁を越え津波

が敷地に入ったらたらどうするんだというのが浸水防止対策２です。これに

よりまして建物の中に安全上重要なものがございますので仮に敷地の中が

水没しても建物の中に極力海水が入らないようにして建物の中にある重要

なものを守ろうとするのが浸水防止対策２です。浸水防止対策の１と２が機

能すればまったく問題がないのですけれども今回、福島のことで想定外とい

う言葉がでてきまして、想定外で何をいれなきゃいけないかどうしようとい

うことでどういう過程を得てなるかは別として福島のように何が起きても

十分原子炉を安定して冷却までもっていけるようにしようじゃないかとい

うのが緊急時対策の強化でありまして、いろいろなポンプを用意しようそれ

をまわすための電源は大きなガスタービンにしよう、あるいは大きな水槽を

作って水源を用意しよう、というようなものが緊急時対策の強化になりま

す。最初の浸水対策が緊急時防止対策の１であります。イメージであります

が、前面に１８ｍの防波壁を作る形になっております。ちょうど西側には新

野川、東側にはおさ川という川がありますが前面のみならず西側東側も２０

ｍ程度の盛土をして全面の防波壁と繋げることによって津波の浸水を防い
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でいこうということです。この防波壁ですが非常に強固な基礎部をつくりま

してその上に横板、縦壁の基礎を作っていく、越波した津波で基礎が掘られ

津波の引き波で倒れることも考慮しています。基礎部を非常に強固にしてあ

ります。掘削している様子です。幅１．５ｍ奥行き７ｍ深いところで岩盤に

根入れするために３０ｍほど四角い基礎部の穴を掘ります。ここに鉄筋です

が暑い鉄筋ですと５１ｍｍあるような物を縦に１９６本組んで鉄筋かごを

作り組み込みます。組み込んだところにコンクリートを流し込みます。この

基礎ひとつでコンクリートミキサー車 60 台、70 台ぐらいのコンクリートを

使ってひとつの基礎を作っております。この基礎の上に、横板を建てて縦壁

を建ててくる。上の方はいわゆる鉄板を組み合わせたボックスのようなもの

を組み立てていくのですが基礎部にしっかり床板を固定し床板の上にボッ

クスを建てていく。これが浸水防水対策１です。ただそうは、いっても万万

が一越えたときの対策をしようとして考えておりまして、そのときには屋外

にある排水ポンプが使えませんのでこの排水ポンプがいわゆる原子炉の熱

をとっているので一番大切なポンプであります。その予備のポンプを作ろう

というのが緊急時海水取水設備です。津波が水槽を作っているような図面に

なりますけれども１，０００ｔの海水が貯められるようになっております。

その上にポンプを置き、モーターは地上階の防水構造の部屋に置きますけれ

ども仮に敷地の中が浸水してもポンプが使えるような状態にしておこうと

いうものです。さらに、原子炉建屋の入口扉なんですけれども、浸水して建

物の中に海水を入れないで中の機器をしっかり保護しよう。そうするために

強化扉のイメージがありますけれども既に３号機にはついております。これ

は片側１枚２０ｔ位の鋼鉄製の扉なんですけれども両開きでこれを閉める

ことで耐波圧に十分耐えれるように、さらに内側には水密構造の扉を設け中

の機器を守ろうとそして右下の図、所員の出入口用の扉なんですけれどもこ

の扉の２重にすることによって、極力海水が中に入らないようにすることに

よって中の機器を守ろうとするものであります。最後に緊急安全対策ですけ

れども非常にたくさんのことが書いてありますが、原子炉に水を注水した

り、使用済み燃料プールに注水するポンプをたくさん用意しよう、ポンプを

動かすためのガスタービン発電機を高台海抜４０ｍのところに置き供給し

よう、水源をたくさんもとう、ということでやっているのが緊急時対策の強

化です。当初は３月に１，０００億円かけてやっていこうということでご報

告させていただきましたが、もっと沢山のポンプを用意しようということで

１，４００億円に膨らんでおります。この作業を実際にやっていく段階にな

りまして非常に沢山の作業が重なりまして昨日に１年ほどの延長を公表さ

せていただきました。原子力発電所の北側海抜４０ｍの場所にガスタービン

発電機を置いたり、燃料用のタンク、いろいろな電盤を置く工事を進めてお

ります。少し低い海抜３０ｍのところに沢山のポンプの水源となる地下水層

を設置工事をしております。これらの工事が約１年延期するということとし
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議 長 

 

 

天野所長 

て現在すすめている状況であります。これらは防災の対策にならない対策で

すのでこれから防災の対策に入っていきます。まずは再起動というようなお

話ではございません。私どもはこういった対策をしっかりやってみなさんに

ご安心していただいければということで最大限の努力をおこなっていきま

す。一方で南海トラフの２１ｍの津波のお話がありましたし、事故調からい

ろいろな報告書がでてきております。私ども現在の対策がパーフェクトだと

思っておりません。これらも検討を進め新たな知見により新たな対策の反映

になれば見直ししていきたいと思います。簡単に説明させていただきまし

た。 

 

身近に関心のある案件でございますので、何かご質問がありましたらよろ

しくお願いします。よろしいですか。それでは４に移ります。先ほどの４点

の説明、意見交換、情報共有、質問このような思い出お集まりいただきまし

たので確認したいこと等ございましたらよろしくお願いします。 

 

ＥＰＺは１０ｋｍですよね。これから３０ｋｍとの目安が出ていると思い

ますが、各市町が分断されるからたとえば５０ｋｍとか意見が出ていると思

いますが、それは県が決めることですね。地元としては、市は一体ですので

どのように考えているか聞かせていただきたい。 

 

ＵＰＺの範囲は、県の防災計画も市の防災計画もそごがないようにしなけ

ればいけない。決めるまでには事前調整が必要であります。国の人間、県の

人間が集まりますと線、自治区で決める発想になる傾向。対応としては、必

ずしも３０ｋｍ同心円の中に均等に屋外退避しなければならいことではな

い。ＵＰＺに入っていないと対策をとってくれないのではないかとか現実的

にはないです。ＵＰＺの線引きは絶対的な意味のものではないです。 

 

市民の方にいったん入った概念のイメージと認識はなかなか難しく苦し

いところであります。ぜひ今後、計画を作るときに相談にのっていただき座

りのいいものにしていただきたい。 

 

 各市町からは全域入れてほしいそういったご意見が多いです。国の全国

会議等でお願いしていきます。市全体をＵＰＺにしたから等しく危険とか安

全とかにはならない。そのときには臨機的な対応をしていただきたいと思い

ます。 

 

いい機会ですのでせっかくですのでご質問はございませんか。それでは、

最近の動向や取り組みについて国土交通省の天野所長さんどうですか。 
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いくつか活動について説明いたします。天竜川のポストに堤防の高さ、海

抜表示がされております。天竜川左岸に河口から１０ｋｍくらいまで自転車

道を整備した。緊急時には輸送路としても使える。国道一号のバイパス、磐

田バイパスは上下４車線開通します。災害時に有効な道路となります。 

 

何か他にはございませんか。 

 

農協の話ではないんですが、減災の考え方を取り入れてもらいたい。また、

こういった市の取り組みについて教えてもらいたい。 

 

防災講座等の意識啓発がそうですが有効になるのですすめていきます。１

１．８ｍ以上の津波も来る可能性もあることからハード面で全ての対策、整

備は厳しいですので減災対策として自分たちとして何が出来るだろうかを

考えることがこれからのポイントとなりますので充実を図っていきます。 

 

自主防災会連合会・自治会連合会の理事の皆さんで東北に視察に行ってき

ました。理事の皆さんと一緒に減災対策について考えていきますのでよろし

くお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

 

ここに書いてあるもののほとんどは減災対策です。ハードの要求が多い中

意識の向上を図り減災対策に繋げるため情報共有の場も行っています。 

 

ひとつは、６月の初めに被災地に行き役員の目で見てきた。磐田市の自主

防の防災対策が進んでいる面もあります。遅れているものもあります。磐田

として課題がある。自助２、共助６、公助１２課題の２０課題があります。

一番難しいのが自助の部分の「自分の命は自分で守る」、「家族の命は自分た

ちで守る」部分をどのように高めていくか。どうしていくかは学校教育のカ

リキュラムに入れ子どもの頃から進める。ここが防災の原点だと思います。

 

資料もありますので遠州灘の関係の説明をお願いします。 

 

遠州灘の概要について、遠州灘７０ｋｍ区間について整備がされておりま

す。第３次想定で定めた津波高に関しては満足している状況でございます。

基本的に第３次被害想定の津波高、高潮高を基に整備をしてきております。

太田川水系で堤防の嵩上げ、ぼうそう川では津波水門を実施済みでありま

す。地震によって液状化する恐れがある太田川のボーリング調査を実施して

いる。昨年４月に県の津波対策検討会議が設置されて短期対策、中長期対策
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議 長 

 

室 長 

 

西川局長 

 

 

 

 

 

に分けて検討しています。短期対策は、３次想定を想定した対策。中長期対

策は国の流れにより数字が発表されたもので進める。 

市町との津波対策による調整ですが、管内で共有しようということで管内

６市町で情報共有化しております。 

 

今日は、県西部健康福祉センター所長さんがお見えになっておりますので

よろしくお願いします。 

 

西部健康福祉センターは、災害時どのような役割かについて説明いたした

いと思います。医療・健康・福祉・環境衛生の仕事をしておりますのでこれ

に伴った災害時の役割になります。１００名前後職員がおります。医療、保

健師が足らない場合、補給するのも業務になっております。医薬品等の確保

も行なっております。ＤＭＡＴが西部は浜松基地に来ます。患者さんが静岡

県では対応できない場合は、県外へ航空機を使用して搬送します。役割はこ

のようになっております。 

 

主に市が取り組む対策、県の時系列的に向かってっている４次想定の部

分、県の原子力防災対策の部分、中電さんがおこなっている対策部分です。

そのほかに部署ごとに報告いただいたのですが何かご質問ありますでし

ょうか。災害は計画通りには絶対にいかないというような計画をもとに意識

に勝る対策はないと思うんです。そのほかございますでしょうか。 

 

中部電力さんいいですか。１年間対策工事が延びることで何かあるのか、

その途中できたらどうするのか地元に対して説明していると思いますが、さ

らに丁寧な地元説明が必要になりますので対応をお願いしたい。 

 

わかりました。 

 

 

その他ありますか。 

 

浜松市の寄付金による津波対策について詳しく教えてもらえますか。 

 

県では３００億で出来るかどうか。浜松市だけの１７．５ｋｍだけやれば

いいのか県下全体を見るのか難しい。Ｌ１の津波高で土木サイドが詰めてい

くと思う。 

中東遠でも寄付を集めて財政事業のたしにできないか。自然の中で手法と

してやっていく話が出ていないわけでもないです。 
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議 長 

 

 

室 長 

他にございませんか。 

 

九州の豪雨災害ですが中部地方整備局にテックホースあり出動して対応

している。中部、近畿、中国、四国整備局がポンプ車等を派遣して対応をお

こなっている。 

 

それでは、以上で意見交換を終了したいと思います。それでは事務局に議

事を戻します。 

 

本日は、情報共有の場として開催しました。今後、静岡県の地域防災計画

の修正に併せて磐田市の地域防災計画の見直しを図っていきます。年度末に

なると思いますが第２回の防災会議の開催も予定しております。９月には静

岡県、磐田市の総合防災訓練も予定されております。関係団体の方につきま

してはよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中ご出席いただきまして

ありがとうございます。以上で第１回磐田市防災会議を終了いたします。 

 

 

 

 

 


